
平成 31 年 3 月 

「全国空中散布病害虫防除安全推進懇談会（仮称）」の開催について

 最近の無人航空機による空中散布をめぐる規制緩和の大きな動きの中で、今

後とも、安全運航、農薬の適正使用を推進するため、平成 31 年 3 月 27 日（水）、

都道府県会館にて、「全国空中散布病害虫防除安全推進懇談会（仮称）」を開催し

ました。

 有人ヘリコプター運航会社、無人ヘリコプター・マルチローター製造会社、農

薬関係企業・団体、農業関係企業・団体、無人航空機防除関係企業等約 100 名

の方々が参集し、この懇談会の設置と活動方向について意見交換を行いました。 
（会議資料は、別添のとおりです。）

農林水産航空協会として、意見交換の内容を踏まえ種々の活動を実施してま

いります。

次回は、空中散布に関する制度変更の動向をみつつ開催し、状況報告・意見交

換を行う予定です。
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会議資料１

平成 31 年 3 月 27 日 

全国空中散布病害虫防除安全推進懇談会（仮称）について

１ 趣 旨

 近年、我が国農業は、海外農産物との競争力の強化と農業労働力不足に対応

するため、スマート農業の導入による農作業効率化、生産コストの低減が求め

られています。

病害虫防除の分野においては、昭和 30 年代の有人ヘリコプターの利用から

端を発し、平成 15 年以降無人ヘリコプターによる空中散布が増加してくる

中、平成 27 年の航空法改正以降、マルチローター（いわゆるドローン）によ

る空中散布が急速な伸びを示しています。

 有人・無人航空機による空中散布では、効率性の観点から地上防除より希釈

倍率が小さく濃度の高い農薬の「液剤少量散布」技術を駆使して、対象作物や

周辺環境の安全性の確保に細心の注意をおいて、事業の推進に努めてきまし

た。

 最近、マルチローターの利用に当たっては、補助者を配置しない要件や目視

外飛行の要件の設定、機体・散布装置の性能確認や操縦者散布技能の認定の指

導を見直すなどのルールの変更の流れの中で普及拡大が進もうとしています。

このようなときこそ、原点にかえって、農作物や周辺環境への影響に十分に

配慮し、飛行事故、農薬事故の発生を未然に防止し、安全かつ適正な空中散布

を推進していくことがますます重要となっていると考えます。

 このため、空中散布に関する関係企業、関係団体等に広く参集いただき、航

空機及び無人航空機による空中散布における安全運航、農薬の適正使用を推進

する活動を通じて、我が国農業生産と農作物の安全の確保に貢献するもので

す。

２ 活動内容

（１）「液剤少量散布」に用いる機体・散布装置の性能確認の基準の検討

 －機体・散布装置の性能確認基準等の充実に向けた意見交換―

（２）操縦者の散布技能認定の基準の検討、技術レベルの向上活動

－オペレーターの技能認定基準等の充実に向けた意見交換―

 －レベル向上に向け標準テキスト、カリキュラムに関する意見交換―

（３）「液剤少量散布」技術の効果、安全性の普及活動

－安全運航、農薬適正使用のためのオペレーター用の安全対策マニュアル

の充実に向けた意見交換－

（４）「液剤少量散布」に使用する農薬の効果、安全性に関する普及活動

－農家、消費者向けの効果・安全性 PR 資料に関する意見交換－ 
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（５）有人ヘリコプターと無人航空機の安全運航に関する普及活動

 －双方の飛行計画の情報交流に関する意見交換－

（６）その他当懇談会の趣旨に即した活動

３ 参集者

（１）有人ヘリコプター運航会社、

無人ヘリコプター及びマルチローター製造メーカー

（２）農薬関係企業、団体

（３）農業関係企業、団体

（４）無人航空機防除関係企業

（５）無人航空機関係団体

（６）有識者

 今後、懇談会での議論により、参集者を追加することとなった場合には、

随時、呼びかけを行っていきます。

４ その他

この懇談会の庶務は、呼びかけ人として、一般社団法人農林水産航空協

会が担います。
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